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１． はじめに 
 

 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川下流部において堤防が決壊し、

氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間にわたる浸水が発生しました。 

また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では類を見ないほど多数

の孤立者が発生しました。 

 

これを受け、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して、「大規模氾濫

に対する減災のための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12 月

10 日に「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識

の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」が答申されました。この答

申を受け、平成 27 年 12 月 11 日に国土交通省から、全ての直轄河川とその沿川

市町村において、概ね５年間で水防災意識社会を再構築する取組みを行う「水防災

意識社会 再構築ビジョン」が示されました。 

  

このような中、平成28年8月以降に相次いで発生した台風による豪雨災害では、

東北・北海道の中小河川において甚大な被害が発生しており、県管理河川について

も水防災意識社会の再構築に向けた取組を進めることが喫緊の課題となりました。 

 

これらのことから、桑名圏域県管理河川について、地域住民の安全・安心を担う

桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町、気象庁津地方気象台、三

重県、（オブザーバー：国土交通省木曽川下流河川事務所）が「桑名圏域県管理河

川水防災協議会」（以下「協議会」という。）を設立し、水防災意識社会の再構築

に向け取り組むこととしました。 

 

協議会では、桑名圏域の氾濫特性及び治水事業の現状を踏まえた迅速かつ円滑な

避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策について各構成機関の役割分担

や実施時期を示す「桑名圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた

取組」（以下「取組」という。）をとりまとめました。 

 

今後は、毎年出水期に進捗状況を共有するとともに、必要に応じて取組の見直し

を行うなどのフォローアップを行い、水防災意識をさらに高めていくこととしてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

３ 
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２． 協議会の構成 

 

 
協議会の構成は以下のとおりである。 
 

   
機関名 

 

 
役職名 

 
桑名市 
 
いなべ市 
 
木曽岬町 
 
東員町 
 
朝日町 
 
川越町 
 

 
市  長 

 
市  長 

 
町  長 
 
町  長 
 
町  長 
 
町  長 

 
気象庁津地方気象台 

 

 
台  長 

 
三重県 四日市地域防災総合事務所 
 
    桑名地域防災総合事務所 
 

四日市建設事務所 
 
桑名建設事務所 

 

 
所  長 
 
所  長 
 
所  長 
 
所  長 

【オブザーバー】 
国土交通省木曽川下流河川事務所 

 
所  長 

４ 
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３． 目  的 
 
 
協議会開催の目的 

 
平成 27年の関東・東北豪雨や平成 28年 8月の台風第 10号による大規模な水害

など、現状の河川の能力を超える大水害が頻発していることから、これらに社会全

体で備える「水防災意識社会」の再構築が喫緊の課題となっています。 
本協議会は、国、県、市町の減災の取組を共有し、社会全体の水防災意識を確実

なものとすることを目的とします。 
 
目的達成のための取組項目 
 
今後概ね 5 年間で以下の項目に取り組みます。 
 
１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
 
２）的確な水防活動のための取組 
 
３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 
 
４）土砂災害に対する警戒避難体制を充実・強化するための取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５ 
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４． 概ね５年間で実施する取組 
 
氾濫が発生することを前提として、社会全体で常にこれに備える「水防災意識社

会」を再構築することを目的に、各構成機関が取り組む主な取組項目・目標時期に

ついては、以下のとおりです。 
 
１）円滑かつ迅速な避難のための取組 
番

号 
主な取組項目 対象 目標時期 取組機関 

1 【洪水時における河川管理者からの情

報提供等】 

・洪水時に住民が迅速な避難行動をとれ

るよう、避難勧告等の発令につながる

危険水位等の情報を県と市町が共有

する。 

・洪水時に市町長が行う避難勧告等の発

令の判断を支援するホットラインを

運用する。 

 

 

員弁川 

（水位周

知河川） 

 

平成29年

度から実

施 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

三重県 

2 【避難勧告等発令の対象区域、判断基準

等の確認】 

・避難勧告等の適切な発令をはじめ、関

係機関が適時的確な防災行動を判

断・実施し、台風等に伴う洪水による

被害を最小化する水害対応タイムラ

インを作成する。 

 

 

員弁川 

（水位周

知河川） 

 

平成31年

出水期前

までに水

害対応タ

イムライ

ンを作成 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

東員町 

朝日町 

川越町 

3 【水害危険性の情報共有】 

・市町が洪水被害等の危険性を意識して

いる河川について、水害危険性（浸水

状況等）の情報共有する。 

 

 

 

 

 

 

員弁川 

 

 

 

 
 

 

三孤子川、 

藤川、戸上

川 
 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

 

 
 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

 

三重県 

東員町 

4 【隣接市町による避難場所の設定】 

・各市町において、水害リスク情報を踏

まえて避難場所及び避難経路を検討

し、当該市町内の避難場所を収容でき

ない場合などにおいては、隣接市町等

における避難場所の設定や洪水時の

連絡体制等について検討・調整を実

施。 

 

 

全ての地

区 

 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

 桑名市 

 いなべ市 

 木曽岬町 

 東員町 

 

 朝日町 

 川越町 

 

６ 
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5 【要配慮者利用施設管理者における避

難確保計画の作成及び避難訓練の実

施】 

・要配慮者利用施設の利用者が、洪水時

に迅速な避難行動をとれるように難

確保計画の作成及び避難訓練を実施

する。 

 
 

 

員弁川 

（水位周

知河川） 

平成31年

度までに

実施（いな

べ市） 

 

平成33年

度までに

実施（三重
県、桑名市、

朝日町、川

越町） 

 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

朝日町 

川越町 

 

 

 

東員町 

（平成29年度

実施済み） 

 

6 【想定最大規模の降雨による浸水想定

区域の把握】 

・浸水想定区域図を作成・公表し、洪水

時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水

害による被害の軽減を図る。 

・浸水想定区域図の作成意図やその内容

や活用方法について市町に理解して

もらい、資料を提供する。 

 

 

員弁川 

相場川 

嘉例川 

弁天川 

大山田川 

沢北川 

 

 

平成28、29

年度に実

施済み 

 

三重県 

  

 

7 【洪水ハザードマップの作成・配布】 

・洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保

し、水害による被害の軽減を図る。 

 

 

員弁川 

相場川 

嘉例川 

弁天川 

大山田川 

沢北川 

 

 

 

平成29年

度に実施 

 

 

平成30年

度に実施 

 

 

平成31年

度に実施 

 

 

平成32年

度に実施 

 

 

朝日町 

川越町 

 

 

東員町 

 

 

 

桑名市 

 

 

 

いなべ市 

 

8 【浸水実績等の周知】 

・地域住民が水害のリスクを意識し、避

難等を的確に行えるように支援する。 

 

対象全河

川 

 

随時 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

７ 
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9 【防災教育の実施】 

・小中学生等の防災意識と知識を高め、

水害から身を守る力を育むための防

災教育を実施する。 

 

全ての小

中学生等 

 

毎年、継続

して実施 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

10 【住民の防災意識の向上】 

・住民の防災意識と知識を高め、水害か

ら身を守る力を育むため防災訓練を

実施したり、災害・防災講習等をおこ

なう。 

 

対象全河

川 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

 

 

要請に応じ

て実施 

 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

 

三重県 

桑名市 

川越町 

 

11 【水位、雨量情報のさらなる周知】 

・テレビのデータ放送による水位情報や

雨量情報の提供状況を広く周知し、住

民の避難などに役立ててもらう。 

 

・「防災みえ.jp」による水位情報や雨量

情報の提供状況を広く周知し、住民の

避難などに役立ててもらう。 

 

 

・新たな情報提供手段についても検討を

行う。 

 

 

 

 

 

 

員弁川 

（水位周

知河川） 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

平成30年

以降 

 

 

 

 

平成33年

度までに

検討 

 

 

三重県 

いなべ市 

 

 

桑名市 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

 

12 【危機管理型水位計、量水標等の設置】 

・河川の水位状況を確認できるように危

機管理型水位計や量水標等を設置する。 

 

対象全河

川 

 

 

 

 

 

員弁川
（川越町） 

 

平成32年

度まで 

 

 

 

 

 

実施済み 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

川越町 

（防災カメラ

設置及び水位

表示） 

８ 
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13 【防災気象情報の改善】 

・大雨（浸水害）、洪水警報の改善を図

り、災害との相関が高い指数値を導入

して、メッシュ情報として表示させる

ことにより、危険な地域をわかりやす

くすることで、住民に今後の危険度の

高まりを把握できるようにする 

 

全ての地

区 

 

平成29年7

月から実

施 

 

 

津地方気象台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２）的確な水防活動のための取組 
番

号 
主な取組項目 対象 目標時期 取組機関 

14 【重要水防区域の点検・見直し及び水防

資機材の確認】 

・関係者と重要水防箇所や水防資機材の

情報共有を図る。 

 

員弁川他

29河川 

 

 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

川越町 

 

15 【水防に関する広報の充実（水防団確保

に係る取組）】 

・水防団員の募集、自主防災組織、企業

等の参画を促すための具体的な広報

の進め方について検討し実施する。 

 

桑名市 

 

 

朝日町 

 

毎年、継続

して実施 

 

平成30年

度以降 

 

桑名市 

 

 

朝日町 

 

 

 

16 【水防訓練の充実】 

・出水時の水防活動を円滑にするための

水防訓練を実施する。 

 

 

・迅速かつ確実に水位情報を伝達できる

よう、洪水時を想定した洪水対応演習

を実施する。 

 

 

各会場 

 

 

 

 

毎年、１

河川を選

定 

 

 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

桑名市 

川越町 

 

 

 

三重県 

 

 

17 【水門開閉訓練の実施】 

・水門の開閉操作方法や開閉時の周知に

ついて、関係職員間と情報共有を図る

ため水門開閉訓練を実施する。 

 

 

三重県 

桑名市 

 

毎年、継続

して実施 

 

三重県 

桑名市 

９ 
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18 【水防団間での連携、協力に関する検

討】 

・大規模な氾濫に対してより広域的、効

率的な水防活動が実施できるよう、関

係者の協力内容等について検討・調整

をする。 

 

 

 

 

桑名市 

 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

桑名市 

 

 

19 【市町庁舎や災害拠点病院等の施設管

理者への情報伝達の充実】 

・浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠点

病院等に関する情報を共有し、各施設

管理者等に対する洪水時の情報伝達

体制・方法について検討する。 

 

 

 

 

対象施設 

 

平成33年

度までに

実施予定 

 

桑名市 

川越町 

 

20 【市町庁舎や災害拠点病院等の機能確

保のための対策の充実】 

・浸水想定区域内の市町庁舎や災害拠点

病院等の機能確保に関する情報を共

有し、耐水化、非常用電源等の必要な

対策については各施設管理者におい

て順次実施する。 

 

 

対象施設 

 

平成33年

度までに

実施予定 

 

 

桑名市 

 

 

 

川越町 

（庁舎実施済

み） 

 

 

 
 

３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組 
番

号 
主な取組項目 対象 目標時期 取組機関 

21 

 

【危機管理型ハード対策の実施】 

・氾濫リスクの高い堤防において、決壊

までの時間を少しでも引き延ばす堤

防構造の工夫（危機管理型ハード対

策）を実施する。 

 

 

員弁川 

 

 

 

 

 

平成33年

度までに

着手検討 

 

三重県 

22 【洪水氾濫を未然に防ぐ対策（計画的な

河川改修）】 

・整備計画の目標に対して流下能力が不

足している箇所を解消するため計画

的な河川改修を行う。 

 

 

 

 

員弁川 

（桑部） 

 

事業実施

中、継続し

て実施 

 

三重県 

１０ 
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23 【洪水氾濫を未然に防ぐ対策（堆積土砂

撤去）】 

・河道内に堆積した土砂・河川内の樹木

により、流下能力が低下している箇所

を解消するため堆積土砂の撤去、河川

内の樹木の伐採を実施する。 

 

・撤去箇所については、県と市、町で優

先度を協議しながら選定する。 

 

対象全河

川 

 

毎年、継続

して実施 

 

三重県 

 

 

 

 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

木曽岬町 

東員町 

朝日町 

川越町 

 
４）土砂災害に対する警戒避難体制を充実・強化するための取組 
番

号 
主な取組項目 対象 目標時期 取組機関 

24 【想定される土砂災害リスクの周知】 

 

・基礎調査を完了し、結果を公表する。 

 

 

・早期に土砂災害（特別）警戒区域を指

定する。 

 

・地域防災計画に土砂災害（特別）警戒

区域の事項を掲載する。 

 

 

 

 

・土砂災害のハザードマップを作成し、

各戸へ配布する。 

（土砂災害注意喚起） 

 

 

 

 

 

 

 

圏域内の 

土砂災害

の恐れが

ある箇所 

 

 

平成31年

度 

 

調査結果公

表後 

 

区域指定後 

 

 

 

 

 

区域指定後 

 

 

 

三重県 

 

 

 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

東員町 

朝日町 

 

桑名市 

いなべ市 

東員町 

朝日町 

25 【土砂災害に対する警戒避難体制の整

備】 

 

・気象台と共同で土砂災害警戒情報を発

表する。 

・三重県土砂災害情報提供システムによ

り危険度情報を公表する。 

・電子メールにより危険度情報を配信す

る。 

 

 

 

 

 

圏域内の

土砂災害

の恐れが

ある箇所 

 

 

 

 

 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 

津地方気象台 

 

 

 

 

 

 

１１ 



 

10 
 

・避難勧告等を発令するための基準を適

正に運用する。 

・避難勧告等の発令基準の適時運用と 

伝達・周知を確実に行う。 

 

・土砂災害警戒区域および土砂災害特別

警戒区域の点検を行う。 

・対象地域の住民への個別説明を行う。 

 

・安全な避難場所を確保する。 

 

 

 

圏域内の

土砂災害

の恐れが

ある箇所 

 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

桑名市 

いなべ市 

朝日町 

 

 

東員町 

 

 

 

桑名市 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【早めの避難につなげる啓発活動】 

 

・市担当者向けの勉強会等を実施し、「住

民主体の防災体制づくり」、「土砂災害

に関する防災訓練の実施」、「要配慮者

利用施設の警戒避難体制づくり」を支

援・促進する。 

 

 

・土砂災害から身を守るため自主避難を

促す出前講座を実施する。 

 

 

・土砂災害防止月間（6月）を中心に 

年1回以上の防災訓練・防災教育・ 

広報活動を実施します。 

 

 

 

市担当者 

 

 

 

 

 

圏域内の

住民 

 

 

 

圏域内の

住民 

 

 

 

毎年、継続 

して実施 

 

 

 

 

 

要請に応

じて実施 

 

 

毎年、継続

して実施 

 

 

 

 

三重県 

津地方気象台 

 

 

 

 

三重県 

桑名市 

いなべ市 

 

 

三重県 

桑名市 

東員町 

朝日町 

 

 

５．フォローアップ 
 

毎年、出水期に取組の進捗状況を確認し、出水期後にその年の出水時の対応に

ついて振り返り、次年度のフォローアップにつなげます。 
 

必要に応じて取組の見直しを行います。 
 

１２ 



H29 H30 H31 H32 H33

番
号

１）円滑かつ迅速な避難のための取組

・洪水時に住民が迅速な避難行
動をとれるよう、避難勧告等の発
令につながる危険水位等の情報
を県と市町が共有する。

三重県
桑名市

いなべ市
東員町
朝日町
川越町

●県：水防待機時に危険水位等の情報をＦＡＸ送信し電話にて受信確
認
●桑名市：安永・星川観測情報を受信するとともに桑部橋及びＪＲ鉄
道橋での現地にて量水標を監視の上、防災・危機管理並びに消防本
部との情報を共有
●いなべ市：県からの情報を災害対策本部で共有し、避難準備・高齢
者等避難開始や避難勧告発令に向けた準備実施
●東員町：水防待機時に危険水位等の情報をＦＡＸ受信し電話にて受
信確認
●朝日町：県からの危険水位等の情報を受信
●川越町：当町に関連する水位観測所の情報を収集し、避難勧告等
の発令に向けた準備実施

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●いなべ市：継続して実施
●東員町：継続して実施
●朝日町：継続して実施
●川越町：継続して実施

参考資料－１

・洪水時に市町長が行う避難勧告
等の発令の判断を支援するホット
ラインを運用する。

三重県

●員弁川（安永・星川・大泉・阿下喜の各水位観測所）においてホット
ラインを構築
●平成29年10月22日台風21号の際に運用（員弁川安永観測所・桑名
市・朝日町・川越町）

●ホットラインの連絡先・伝達事項の確認
●引き続き、員弁川（安永・星川・大泉・阿下喜の各水位観測所）の
ホットラインを運用

参考資料－２

2
避難勧告等発令の対象区域、判
断基準等の確認

・避難勧告等の適切な発令をはじ
め、関係機関が適時的確な防災
行動を判断・実施し、台風等に伴
う洪水による被害を最小化する水
害対応タイムラインを作成する。

員弁川
（水位周知

河川）

平成31年
出水期前

まで

三重県
桑名市

いなべ市
東員町
朝日町
川越町

●－ ●県市町で連携し、平成31年度出水期までに水害対応タイムラインを
検討・作成

・員弁川安永観測所
　県、桑名市、朝日町、川越町
・員弁川星川観測所
　県、桑名市、朝日町、川越町
・員弁川大泉観測所）
　県、東員町
・員弁川阿下喜観測所
　県、いなべ市

参考資料－３

員弁川

三重県
桑名市

いなべ市
東員町
朝日町
川越町

●県：水防待機時に危険水位等の情報をＦＡＸ送信し電話にて受信確
認
●桑名市：県からの安永・星川観測情報を受信するとともに、桑部橋
の現地にて量水標を監視の上、防災・危機管理並びに消防本部との
情報を共有
●いなべ市：県からの情報を災害対策本部で共有し、水害対策に向
けた準備実施
●東員町：水防待機時に危険水位等の情報をＦＡＸ受信し電話にて受
信確認
●朝日町：県からの危険水位等の情報を受信
●川越町：当町に関連する水位観測所の情報を収集し、避難勧告等
の発令に向けた準備実施

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●いなべ市：継続して実施
●東員町：継続して実施
●朝日町：継続して実施
●川越町：継続して実施

参考資料－１

三孤子
川、

藤川、戸
上川

三重県
東員町 ―

●県：町からの水害危険性（浸水状況等）の情報を共有
●東員町：降雨時の水害危険性（浸水状況等）の情報を県へ情報提
供

桑名市
いなべ市
木曽岬町
東員町

●2市2町にて「浸水時における広域避難に関する協定」、「危機発生
時の相互応援に関する協定」を締結、運用

●桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町：継続して実施

朝日町
川越町

●2町にて災害時相互応援協定を締結しており運用 ●朝日町、川越町：継続して実施

取組事項 実施方針 対象 目標時期 取組機関 H29年度の取組実績 H30年度の取組予定

桑名圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組（案）

3 水害危険性の情報共有

4 隣接市町による避難場所の設定

・各市町において、水害リスク情
報を踏まえて避難場所及び避難
経路を検討し、当該市町内の避難
場所を収容できない場合などにお
いては、隣接市町等における避難
場所の設定や洪水時の連絡体制
等について検討・調整を実施す
る。

全ての地
区

毎年、継
続して実

施

・市町が洪水被害等の危険性を
意識している河川について、水害
危険性（浸水状況等）の情報共有
する。

毎年、継
続して実
施

1
洪水時における河川管理者から
の情報提供等

員弁川
（水位周知

河川）

平成29年
度から実

施

備考
取組スケジュール

実施

運用

運用・実施

構築

検討・作

実施

運用

運用

資料－４－２

実施



H29 H30 H31 H32 H33
取組事項 実施方針 対象 目標時期 取組機関 H29年度の取組実績 H30年度の取組予定

桑名圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組（案）

備考
取組スケジュール

資料－４－２

平成31年
度までに

実施
いなべ市

●３施設の避難確保計画を作成 ●未策定施設については個別訪問を実施するなど積極的に策定支援
を行う。避難確保計画策定施設については、訓練を実施

平成33年
度までに

実施

三重県
桑名市
朝日町
川越町

●県：避難計画書の策定と避難訓練の実施を支援
●桑名市：浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設に
説明を実施し、計画の作成及び訓練の実施を依頼
●朝日町：地域防災計画を修正し、該当する要配慮者利用施設を指
定
●川越町：要配慮者利用施設の見直し実施

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●朝日町：広報周知に努め、避難確保計画作成及び避難訓練の実施
を支援
●川越町：要配慮者利用施設等の管理者・所有者に対して避難確保
計画の作成と避難訓練の実施を促す

平成29年
度実施済

み
東員町

●避難確保計画作成済み ●訓練を継続して実施

6
想定最大規模の降雨による浸水
想定区域の把握

・浸水想定区域図を作成・公表し、
洪水時の円滑かつ迅速な避難を
確保し、水害による被害の軽減を
図る。

・浸水想定区域図の作成意図や
その内容や活用方法について市
町に理解してもらい、資料を提供
する。

員弁川
相場川
嘉例川
弁天川

大山田川
沢北川

平成28、
29年度に
実施済み

三重県

●平成28年度に浸水想定区域図を作成・公表

●平成29年度に市町へ資料提供

●継続して浸水想定区域図を県ＨＰに公表

●洪水ハザードマップ作成のサポート
参考資料－５

平成29年
度に実施

朝日町
川越町

●朝日町：想定し得る最大規模の降雨により発生する洪水の浸水想
定区域を示したハザードマップに更新
●川越町：想定し得る最大規模の降雨により発生する洪水の浸水想
定区域を示したハザードマップに更新

●朝日町：ハザードマップを町ＨＰに公表
●川越町：ハザードマップを町ＨＰに公表

平成30年
度に実施

東員町

　－ ●洪水ハザードマップの作成（Ｈ３１配布予定）

　

平成31年
度に実施

桑名市

●桑名市：継続して検討 ●桑名市：継続して検討

平成32年
度に実施

いなべ市 ―

●いなべ市：浸水想定区域の修正をふまえたハザードマップのデザイ
ン検討

　

三重県

●協議会で過去の情報を共有 ●市町からの要請を受けて、過去の水害実績を情報提供

桑名市
いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町
川越町

●共通：協議会で過去の情報を共有 ●桑名市：継続して検討
●いなべ市：地域防災計画（水害対策編）に過去の水害実績が必要な
場合、県へ情報提供を要請し修正
●木曽岬町：協議会で過去の情報を共有
●東員町：協議会で過去の情報を共有
●朝日町：過去の水害実績が必要な場合は、県へ情報提供を要請
●川越町：県からの資料提供後、周知検討

9 防災教育の実施
・小中学生等の防災意識と知識を
高め、水害から身を守る力を育む
ための防災教育を実施する。

全ての小
中学生等

毎年、継
続して実

施

三重県
桑名市

いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町
川越町

●県：ＨＰに「防災ノート」、「災害情報」、「各種ハザードマップ」等を公
表、提供
●桑名市：小学校４年生～６年生、中学校１年生及び２年生に防災学
習を実施
●いなべ市：小中学校では防災ノートを活用し水害について学習を実
施。中学生を対象に防災講演を開催
●木曽岬町：小学校4年生で伊勢湾台風について学習
●東員町：小中学生に「防災ノート」を配布し防災教育を実施
●朝日町：小学校1年生・4年生、中学校1年生に防災ノートを配布
学習計画に防災は組み込まれており、総合学習の中で担任が防災教
育を実施
●川越町：小学校、中学校に防災ノートを配布。小学１年生を対象に
起震車による地震体験を実施。体験型防災学習を小学校、中学校で
実施

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●いなべ市：継続して実施
●木曽岬町：継続して実施
●東員町：継続して実施
●朝日町：継続して実施
●川越町：継続して実施

参考資料－７

参考資料－４

参考資料－６

5
要配慮者利用施設管理者におけ
る避難確保計画の作成及び避難
訓練の実施

・要配慮者利用施設の利用者が、
洪水時に迅速な避難行動をとれ
るように避難確保計画の作成及
び避難訓練を実施する。

員弁川
（水位周知

河川）

7 洪水ハザードマップの作成・配布
・洪水時の円滑かつ迅速な避難を
確保し、水害による被害の軽減を
図る。

員弁川
相場川
嘉例川
弁天川

大山田川
沢北川

8 浸水実績等の周知
・地域住民が水害のリスクを意識
し、避難等を的確に行えるように
支援する。

対象全河
川

随時

計画作成 運用・実施

計画作

資料提供

公表

県（資料収集・情報提供）

実施

計画作成

運用・実施



H29 H30 H31 H32 H33
取組事項 実施方針 対象 目標時期 取組機関 H29年度の取組実績 H30年度の取組予定

桑名圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組（案）

備考
取組スケジュール

資料－４－２

毎年、継
続して実

施

いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町

●いなべ市：避難所運営訓練の実施（11月11日）
●木曽岬町：防災訓練実施（9月3日）
●東員町：啓発活動実施
●朝日町：防災講演会の実施（9月3日）

●いなべ市：継続して実施
●木曽岬町：継続して実施（9月2日予定 ）、夜間防災訓練（8月11日予
定）
●東員町：継続して実施
●朝日町：警戒区域に該当する地区の中でも高齢化率の高い地区を
対象に、ハザードマップを活用し、危険箇所・避難場所の確認及び土
砂災害に関する防災講話を実施

要請に応
じて実施

三重県
桑名市
川越町

●県・要請なし
●桑名市：各小学校区単位の10ヶ所で自主防災訓練の実施
大山田（9/3）・多度南（9/24）・野田（10/8）・星見ヶ丘（10/14）・桑部
(10/15）・七和（10/21）・立教＆多度東(10/29）・修徳（11/12）・新西方
（11/19）
●川越町：町内10地区において防災訓練を実施（9月3日）、自主防災
組織による夜間避難訓練を実施（7月29日）

●県：要請に応じて実施
●桑名市：継続して実施
●川越町：継続して実施

毎年、継
続して実

施

三重県
いなべ市

●県：「防災みえ.jp」等で水位情報や雨量情報の提供
●いなべ市：「防災みえ.jp」等を活用した水位情報や雨量情報の入手
について広報等で周知

●県：継続して実施。地元説明会等でテレビデータ放送や防災みえ.jp
を周知
●いなべ市：継続して実施

平成30年
以降

桑名市
東員町
朝日町
川越町

●東員町：啓発活動実施 ●桑名市：検討
●東員町：継続して実施
●朝日町：検討
●川越町：検討

・新たな情報提供手段についても
検討を行う。

平成33年
度までに

検討

三重県
桑名市

いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町
川越町

－

●県：協議会にて継続して検討
●桑名市：協議会にて継続して検討
●いなべ市：ホームページに災害情報リンク集を掲載して、災害に関
連する必要な情報の入手と活用について啓発
●木曽岬町：新たな情報手段について検討
●東員町：新たな情報手段について検討
●朝日町：協議会にて継続して検討
●川越町：協議会にて継続して検討

対象全河
川

要請に応
じて実施

検討

三重県
桑名市

いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町
川越町

―

●県：県、市町と危機管理型水位計の設置個所を検討し、優先度の
高い個所から設置・運用
●県・桑名市：員弁川（桑部橋・金井橋）、新堀川（干拓橋）に設置予定
の水位計運用を検討
●県・いなべ市：三孤子川（鶴沢橋）、養父川（宮川橋）に設置予定の
水位計運用を検討
●県・木曽岬町：鍋田川（無名橋33）に設置予定の水位計運用を検討
●県・東員町：員弁川（大社橋）、三孤子川（三孤子橋）に設置予定の
水位計運用を検討
●朝日町：県と協議し検討
●川越町：県と協議し検討

員弁川（川
越町）

実施済み

川越町
（防災カメ
ラ設置及
び水位表

示）

●員弁川にかかる町屋大橋に水位表示標を活用 ●継続して利用。防災カメラ画像公開事業を実施予定

13 防災気象情報の改善

・大雨（浸水害）、洪水警報の改善
を図り、災害との相関が高い指数
値を導入して、メッシュ情報として
表示させることにより、危険な地
域をわかりやすくすることで、住民
に今後の危険度の高まりを把握
できるようにする

全ての地
区

平成29年7
月から実

施

津地方気
象台

●大雨警報（浸水害）、洪水警報の改善
●メッシュ情報の利活用
●「警報級の可能性」及び「危険度を色分けした時系列」の提供
●メッシュ情報（危険度分布）の技術を活用した大雨特別警報の発表
対象区域の改善
●最新の水害資料による大雨（浸水害）、洪水警報の妥当性の確認
及び必要な見直し作業を実施
●基準値を変更する該当市町に説明

●平成３０年出水期前に基準値の変更を行う
●最新の水害資料による大雨（浸水害）、洪水警報の妥当性の確認
及び必要な見直し作業を実施
●今後の雨（降水短時間予報）の提供
（降水１５時間予報）6/20実施済

参考資料－１０

番号 ２）的確な水防活動のための取組

14
重要水防区域の点検・見直し及
び水防資機材の確認

・関係者と重要水防箇所や水防資
機材の情報共有を図る。

員弁川他
29河川

毎年、継
続して実

施

三重県
桑名市

いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町
川越町

●県：重要水防区間・個所の点検実施（6月5日～11月24日）、水防資
機材情報共有（8月9日幹事会）
●桑名市：水防資機材の点検実施
●いなべ市：重要水防区域の点検及び水防資機材の点検実施
●木曽岬町：水防資機材の点検実施
●東員町：水防資機材の点検実施、浸水区域について、三和地区自
治会と情報共有
●朝日町：水防資機材の点検実施
●川越町：水防資機材の点検実施

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●いなべ市：継続して実施
●木曽岬町：継続して実施
●東員町：継続して実施
●朝日町：継続してを実施
●川越町：継続して実施

参考資料－１１

参考資料－８

参考資料－９11 水位、雨量情報のさらなる周知
員弁川

（水位周知
河川

・テレビのデータ放送による水位
情報や雨量情報の提供状況を広
く周知し、住民の避難などに役立
ててもらう。
・「防災みえ.jp」による水位情報や
雨量情報の提供状況を広く周知
し、住民の避難などに役立てても
らう。

10 住民の防災意識の向上

・住民の防災意識と知識を高め、
水害から身を守る力を育むため防
災訓練を実施したり、災害・防災
講習等をおこなう。

対象全河
川

12
危機管理型水位計、量水標等の
設置

・河川の水位状況を確認できるよ
うに危機管理型水位計や量水標
等を設置する。

実施

要請に応じて実施

検討

実施

検討・実施

実施

実施

県・市町（運用・活用）

県・市（設置個所検

県（設置）



H29 H30 H31 H32 H33
取組事項 実施方針 対象 目標時期 取組機関 H29年度の取組実績 H30年度の取組予定

桑名圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組（案）

備考
取組スケジュール

資料－４－２

桑名市
毎年、継
続して実

施
桑名市

●ＨＰや広報誌等で募集 ●継続して実施

　

朝日町
平成30年
度以降

朝日町 ―

●ＨＰや広報誌等で募集

　

・出水時の水防活動を円滑にする
ための水防訓練を実施する。

各会場
桑名市
川越町

●桑名市：5月28日に実施
●川越町：消防団による危険個所の確認及び情報伝達訓練を実施（4
月23日、9月3日）

●桑名市：5月19日実施
●川越町：継続して実施

参考資料－１２

・迅速かつ確実に水位情報を伝達
できるよう、洪水時を想定した洪
水対応演習を実施する。

毎年、１河
川を選定

三重県

●員弁川洪水対応演習を実施（4月25日） ●員弁川洪水対応演習を実施（4月24日）

17 水門開閉訓練の実施

・水門の開閉操作方法や開閉時
の周知について、関係職員間と情
報共有を図るため水門開閉訓練
を実施する。

三重県
桑名市

毎年、継
続して実

施

三重県
桑名市

●県：－
●桑名市：用水取水施設について、地元と継続して調整実施

●県：実施予定
●桑名市：地元と継続して調整実施

18
水防団間での連携、協力に関す
る検討

・大規模な氾濫に対してより広域
的、効率的な水防活動が実施で
きるよう、関係者の協力内容等に
ついて検討・調整をする。

桑名市
毎年、継
続して実

施
桑名市

●継続して検討・調整 ●継続して検討・調整

桑名市

●継続して実施 ●継続して実施

川越町

●毎月１回MCA無線にて情報伝達にかかる通信訓練を実施 ●継続して実施

桑名市

●継続して実施 ●継続して実施

川越町

●庁舎の対策実施済み ●継続して実施

番
号

３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

21 危機管理型ハード対策の実施

・氾濫リスクの高い堤防におい
て、決壊までの時間を少しでも引
き延ばす堤防構造の工夫（危機管
理型ハード対策）を実施する。

員弁川
平成33年
度までに
着手検討

三重県 ―

●効果的な対策工法の検討

資料資料－１３

22
洪水氾濫を未然に防ぐ対策（計
画的な河川改修）

・整備計画の目標に対して流下能
力が不足している箇所を解消する
ため計画的な河川改修を行う。

員弁川
事業実施
中、継続し

て実施
三重県

●用地買収 ●護岸工、用地買収

資料資料－１４

・河道内に堆積した土砂・河川内
の樹木により、流下能力が低下し
ている箇所を解消するため堆積
土砂の撤去、河川内の樹木の伐
採を実施する。

三重県

●員弁川、青川、戸上川、冷川、肱江川等で堆積土砂撤去を実施 ●員弁川、鎌田川等で堆積土砂撤去を実施予定

・撤去箇所については、県と市、
町で優先度を協議しながら選定す
る。

三重県
桑名市

いなべ市
木曽岬町
東員町
朝日町
川越町

●共通：県と市町で協議し個所を選定する河川堆積土砂撤去調整会
議の実施
（桑名市5/15、10/13）
（いなべ市5/15、10/6）
（東員町5/16、10/13)

●県：県と市町で協議し個所を選定
●桑名市：県と協議し箇所を選定
●いなべ市：県と協議し箇所を選定
●木曽岬町：該当個所があれば協議検討
●東員町：県と協議し箇所を選定
●朝日町：県と協議し箇所を選定
●川越町：県と協議し箇所を選定

参考資料－１５

毎年、継
続して実

施

19
市町庁舎や災害拠点病院等の施
設管理者への情報伝達の充実

・浸水想定区域内の市町庁舎や
災害拠点病院等に関する情報を
共有し、各施設管理者等に対する
洪水時の情報伝達体制・方法に
ついて検討する。

対象施設
平成33年
度までに
実施予定

16 水防訓練の充実

平成33年
度までに
実施予定

23
洪水氾濫を未然に防ぐ対策（堆
積土砂撤去）

対象全河
川

毎年、継
続して実

施

20
市町庁舎や災害拠点病院等の機
能確保のための対策の充実

・浸水想定区域内の市町庁舎や
災害拠点病院等の機能確保に関
する情報を共有し、耐水化、非常
用電源等の必要な対策について
は各施設管理者において順次実
施する。

対象施設

15
水防に関する広報の充実（水防
団確保に係る取組）

・水防団員の募集、自主防災組
織、企業等の参画を促すための
具体的な広報の進め方について
検討し実施する。

実施

検討

実施

実施

実施

検討・実施

実施

実施

検討・実施

実施

検討

実施

実施

協議・選定



H29 H30 H31 H32 H33
取組事項 実施方針 対象 目標時期 取組機関 H29年度の取組実績 H30年度の取組予定

桑名圏域県管理河川における水防災意識社会の再構築に向けた取組（案）

備考
取組スケジュール

資料－４－２

番
号

４）土砂災害に対する警戒避難体
制を充実・強化するための取組

・基礎調査を完了し、結果を公表
する。

平成31年
度

三重県

●桑名市上野ほか、いなべ市市之原ほかの調査、
●桑名市多度町力尾ほか、いなべ市藤原町縣ほかの調査結果公表

●桑名市蓮花寺ほか、いなべ市川原ほかの調査
●桑名市上野ほか、いなべ市市之原ほかの結果結果公表

・早期に土砂災害（特別）警戒区
域を指定する。

調査結果
公表後

三重県

●桑名市多度町力尾ほか、いなべ市藤原町縣ほかの区域指定の実
施

●桑名市上野ほか、いなべ市市之原ほかの区域指定の実施

参考資料－１６

・地域防災計画に土砂災害（特
別）警戒区域の事項を掲載する。

三重県
桑名市

いなべ市
東員町
朝日町

●県：地域防災計画修正時点で指定済み区域を掲載
●桑名市：市地域防災計画へ掲載
●いなべ市：－
●東員町：町地域防災計画へ掲載
●朝日町：町地域防災計画へ掲載

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●いなべ市：全区域指定後、地域防災計画へ掲載するための検討
●東員町：継続して実施
●朝日町：継続して実施

参考資料－１７

・土砂災害のハザードマップを作
成し、各戸へ配布する。
（土砂災害注意喚起）

桑名市
いなべ市
東員町
朝日町

●桑名市：－
●いなべ市：－
●東員町：ハザードマップを作成し各戸へ配布
●朝日町：ハザードマップへ掲載（更新）し、全戸配布

●桑名市：年度内に作成予定、Ｈ３１年度配布予定
●いなべ市：全区域指定後、ハザードマップへ掲載するための検討
●東員町：ハザードマップを作成し各戸へ配布
●朝日町：作成・配布済み継続して注意喚起を行う

・気象台と共同で土砂災害警戒情
報を発表する。
・三重県土砂災害情報提供システ
ムにより危険度情報を公表する。
・電子メールにより危険度情報を
配信する。

三重県
津地方気

象台

●土砂災害警戒情報発表
　・8月7日～8日（いなべ市）
　・10月22日～23日（桑名市）

●継続して実施

・避難勧告等を発令するための基
準を適正に運用する。
・避難勧告等の発令基準の適時
運用と伝達・周知を確実に行う。

桑名市
いなべ市
朝日町

●桑名市：避難勧告を発令（10月22日　台風21号）
●いなべ市：大貝戸・坂本地区避難準備・高齢者等避難開始発令（台
風5号　8月7日 17:00） 、大貝戸・坂本地区避難準備・高齢者等避難開
始発令（台風21号　10月22日 16:00）、 大貝戸・坂本地区避難勧告発
令（台風21号　10月22日 19:00 ）
●朝日町：避難勧告発令（10月22日　台風21号）

●桑名市：継続して実施
●いなべ市：継続して実施
●東員町：継続して実施
●朝日町：継続して実施

・土砂災害警戒区域および土砂災
害特別警戒区域の点検を行う。
・対象地域の住民への個別説明
を行う。

東員町

●東員町：土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域の点検を
実施

●東員町：継続して実施

・安全な避難場所を確保する。 桑名市

●桑名市：継続して検討 ●桑名市：継続して検討

・市担当者向けの勉強会等を実
施し、「住民主体の防災体制づく
り」、「土砂災害に関する防災訓練
の実施」、「要配慮者利用施設の
警戒避難体制づくり」を支援・促進
する。

市担当者
毎年、継

続
して実施

三重県
津地方気

象台

●市町等防災対策会議の実施（5月17日、12月18日、3月27日） ●市町等防災対策会議の実施（5月23日）

・土砂災害から身を守るため自主
避難を促す出前講座を実施する。

要請に応
じて実施

三重県
桑名市

いなべ市

●県：要請なし
●桑名市：要請なし
●いなべ市：九州北部豪雨の朝倉市から学んだことについて藤原町
東禅寺で講話を実施

●県：要請に応じて実施
●桑名市：要請に応じて実施
●いなべ市：要請に応じて実施

・土砂災害防止月間（6月）を中心
に
年1回以上の防災訓練・防災教
育・
広報活動を実施します。

毎年、継
続して実

施

三重県
桑名市
東員町
朝日町

●県：啓発活動のポスターを掲示
●桑名市：啓発活動のポスターを掲示
●東員町：啓発活動のポスターを掲示
●朝日町：啓発活動のポスターを掲示

●県：継続して実施
●桑名市：継続して実施
●東員町：継続して実施、広報紙などによる啓発
●朝日町：継続して実施

区域指定
後

土砂災害に対する警戒避難体制
の整備

25
毎年、継
続して実

施

圏域内の
土砂災害
の恐れが
ある箇所

早めの避難につなげる啓発活動26

圏域内の
住民

24
想定される土砂災害リスクの周
知

圏域内の
土砂災害
の恐れが
ある箇所

調査・公表

指定

実施

実施

要請に応じて実施

実施



指定河川において基準水位に達した場合、水防警報や水位周知河川における水位到達情報（氾濫危険水位）等
の発表を決定し、関係機関に情報伝達しています。

１ 洪水時における河川管理者からの情報提供等

基本の流れ

伝達方法（ＦＡＸ）

平成 年 月 日 ； 時 分

   ◎水位観測所の水位設定

□ 水防団待機（通報）水位に達しました。

□ 氾濫注意（警戒）水位に達しました。

□ 避難判断水位に達しました。

□ 氾濫危険（洪水特別警戒）水位に達しました。

□ 最高水位と考えます。

□ 氾濫危険（洪水特別警戒）水位を下回りました。

□ 避難判断水位を下回りました。

□ 氾濫注意（警戒）水位を下回りました。

□ 水防団待機（通報）水位を下回りました。

※

水防団待機（通報）水位 に近づき 引き続き 上昇中である

氾濫注意（警戒）水位 に達し 急激に 減水中である

避難判断水位水位 を越えて 刻々と

氾濫危険（洪水特別警戒）水位 を下回り かんまんに

これが最高水位と □ 考えられる

□ なった

河川の水位は一旦 減水したが 再び 増水することが考えられる

減水しつつあったが 上昇し始めた

本地区 の 水防の準備に入り 厳重に警戒

では またしばらく 十分警戒

引き続き 水防に万全を期 して下さい。

なお 水防活動を開始

今後の情報に注意し 警戒

水防団は出動し

市

町

堤防法面が急激な流況変化のため 危険である

漏水があるため 堤防が一部流出する可能性がある

激しい漏水のため 危険な状態が続いている

依然として

堤防を越える水位となる恐れがあり

建 設 事 務 所 長 発 表

水 位 情 報 第 号

避 難 判 断

水 位

氾 濫 危 険

（洪水特別警戒）

水 位
氾濫危険(洪水特別警戒)水位情報第 号

氾 濫 注 意

（ 警 戒 ）

水 位

水 防 団 待 機

（ 通 報 ）

水 位

観測所名

主査 係課長

二級河川
整理番号

所長

（ 水 防 法 １ ３ 条 関 係 ）

川 水位観測所

（ 水 防 法 １ ２ 条 関 係 ） 三 重 県

室長

水

位

情

報

川 観測所の水位

です。分現在では、 ｍ ｃｍ月

氾

濫

危

険

水

位

情

報

発表

氾濫危険（洪水特別警戒）水位に達しました。

解除 氾濫危険（洪水特別警戒）水位を下回りました。

水

防

警

報

□ 準 備 □ 出 動 □ 情 報

解 除 □ 本地区の水防警報を解除する。

水

防

機

関

伝

達

□

施

設

情

報

□

地先では

補
足

説
明 □

□ 解 除

水

位

状

況

□

□

□

この情報は、避難勧告発令等の参考となる､非常に重要な情
報ですので、確実な情報伝達をお願いします。

（ 水 防 法 １ ６ 条 関 係 ）

水 防 警 報
□準備・□出動・□情報・□解除

第 号

時日　；

【(県)水位情報・氾濫危険水位情報・
水防警報発表様式「河川」】…様式Ａ

基準水位に到達した場合、この様式
に必要事項を記入して、水防管理団体
（市町）や関係機関に情報を伝達しま
す。

様式Ａ

① ② ③

TEL TEL
FAX FAX

（受） （発）
時間 時間 : : 時間
氏名 氏名 氏名 

② ② ②（手渡し） ③

TEL TEL
FAX FAX

時間 時間 時間 時間
氏名 氏名 氏名 氏名 

② ② ② ③

TEL(昼)
TEL(夜) TEL TEL

FAX FAX FAX

時間 時間 時間 時間
氏名 氏名 氏名 氏名 

② ② ③

TEL TEL
FAX FAX

時間 時間 時間
氏名 氏名 氏名 

水 防 待 機 者 に 渡 し て 下 さ い 。 員弁川 　水位情報・水防警報・氾濫危険水位情報　ＦＡＸ 伝達表

伝 達 手 順

１， 受信者は、下記の「伝達系統図」の自機関部分下にある（受）欄に受信時間、受信者名を記入する。

県２， 記入後、下記の「伝達系統図」に基づき、水防警報発表文に本伝達表を添付のうえ、伝達先へＦＡＸする。

３， 伝達（ＦＡＸ）後、「伝達系統図」の自機関部分下にある（発）欄にＦＡＸ発信をした時間、氏名を記入する。

４， 記入後、伝達（ＦＡＸ）先に受信確認（電話）を行い受信者を確認後、伝達先（ＦＡＸ）機関部分下にある（受）欄に受信者名を記入する。

員弁川　【水位情報・水防警報・氾濫危険水位情報】　伝達系統図

水防支部（桑名建設事務所）
水防本部

（施設災害対策課）
三重河川国道事務所

三重河川国道事務所が警戒体制を
とっていないと、着信確認ができない
場合があります。
その際は送信側ＦＡＸで、「送信済
み」の確認をお願いします。

0594-24-3663 TEL 059-224-2683 059-229-2227
0594-24-3696 FAX 059-224-5338 059-229-2256

（発） （受）
: :

0594-74-5898 059-377-5651 TEL 059-222-0110(代)

いなべ市危機管理課
対象水位観測所：【 阿下喜・ 大泉】

朝日町総務課防災保全
室

対象水位観測所：【 星川・安永】

桑名地域防災総合事務所
（手渡し）

三重県警察本部（警備２課）

0594-74-5160 059-377-2790 FAX 059-222-2002
（受） （受） （受） （受）

: : : :

東員町環境防災課
対象水位観測所： 【阿下喜・星川・ 大泉】 川越町総務課

対象水位観測所：【 星川・安永】
北勢流域下水道事務所 津地方気象台

津地方気象台は、気象情報に関す
る実務対応のため、着信確認がで
きない場合があります。
その際は送信側ＦＡＸで、「送信済
み」の確認をお願いします。

0594-86-2824
0594-76-6045 059-366-7113 059-352-0657 TEL 059-228-2022
0594-86-2850 059-364-2568 059-352-0696 FAX 059-227-8598

（受） （受） （受） （受）
: : : :

桑名市土木課
対象水位観測所：【 星川・ 安永】

四日市建設事務所
対象水位観測所：【 星川・安永】

防災対策部

0594-24-1213 0593-52-0671 TEL（内線）　2189
0594-23-4115 0593-52-0666 FAX059-224-2245

（受） （受） （受）

※ 本伝達が、迅速に行われなかった場合、水防管理団体（市町）による水防活動が適切に行われず、激甚な水害となる恐れがあります。

三　　重　　県

: : :

5

様式Ｂ

【○○川水位情報・水防警報・氾濫
危険水位情報FAX伝達表】…様式Ｂ

この様式で伝達系統を確認し、様式
Ａの鏡にして関係機関にFAX送信しま
す。送信後は、速やかに電話で受信を
確認します。
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１ 洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットライン）

15

・洪水時において、市町長が避難勧告等の発令を判断するための支援策として、水位周知河川を対象に、河川管 理
者から市町長に対して河川の情報を直接提供する仕組み（ホットライン）を構築
・平成２９年６月１日から運用開始

員弁川 阿下喜 いなべ市
【いなべ市】
いなべ市北勢町阿下喜

員弁川 大泉 いなべ市
【東員町】
東員町大字筑紫

員弁川 星川 桑名市
【桑名市、朝日町、川越町】

桑名市大字桑部

員弁川 安永 桑名市
【桑名市、朝日町、川越町】

桑名市大字安永

水位周知河川名
観測所所在

市町名
観測所名

【伝達先市町】および
危険箇所

〇ホットラインの実施体制（例）

順位① 建設事務所長 順位① 市町長

順位② 副所長（技術）

順位③ 事業室長

〇ホットラインにより伝達する情報

≪いつ≫

≪伝えるべき内容≫

　氾濫危険水位に達し、以降も引き続きまとまった雨量が
予測され水位の上昇が見込まれる場合。

　員弁川の〇○観測所においてし、〇時〇分に氾濫危険
水位に達しました。
　危険個所でさらに水位が上昇する可能性があります。

防災担当
幹部職員

順位②

【誰が】 【誰に】

伝達者（河川管理者） 受達者（市町）

員弁川(大泉観測所)の設定水位

　『目安となる避難行動や水防活動』

4.66

　リードタイム① 　
4.06 　避難勧告等発令の目安となる水位

60分間（ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ①）

に想定される水位 　
上昇量 2.90

　水防団等が出動する目安となる水位

1.98 　水防団等が出動に備え待機する水位

リードタイム①　＝　情報伝達及び避難に要する時間 ＝ 60分

リードタイム②　＝　避難所開設に要する時間 ＝ 60分

　0.60ｍ

《水防法上の名称》 【基準水位名称】

（危険水位相当換算水位)

《通報水位》 【水防団待機水位】

《洪水特別警戒水位》 【氾濫危険水位】

　リードタイム②
【避難判断水位】 　避難準備・高齢者等避難開始発令の

　目安となる水位《警戒水位》 【氾濫注意水位】

ホットライン
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○○建設事務所 住民等○○市気象・水象情報

水防団待機水位到達
○○水位観測所（水位〇.〇〇m）

氾濫注意水位到達
○○水位観測所（水位〇.〇〇m）

避難判断水位到達
○○水位観測所（水位〇.〇〇m）

水位情報（避難判断水位
情報）

氾濫危険水位到達
○○水位観測所（水位〇.〇〇m） 水位情報（氾濫危険情報） 避難勧告

堤防天端水位到達・越流 破堤等被害情報

氾濫発生

-72h
-48h

-24h

-18h

0h

【準備体制】→

避難解除

※１ 水位変動に伴う時間軸は台風進路予測の修正等により想定困難なため、設定しないものとする。また、０ｈは台風の進路、雨の降り方等により水位上昇は一様で無いため、上下に変動するものとして設定している。

○道路(ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ含む)の通行規制準備

○工事現場の安全管理の確認

○災害協定業者へ連絡体制等の確認

○水門等の操作人員・連絡体制等の確認

○災害協定業者の派遣
○被害状況の把握

緊急対応

○県庁河川課⇒中部地整（報告）

水防警報（情報）

○ホットライン

○漏水・侵食情報提供

○災害対策用資機材（水防倉庫）の確保

台風最接近

●避難準備・高齢者等避難開始
の発令判断

○水防団へ連絡・指示

○巡視・水防活動状況の把握

○要配慮者施設等へ水位情報等の伝達

○被害状況の把握

○自衛隊等への応援要請

○テレビ、ラジオ、インターネット等に
よる気象情報等の確認

○ハザードマップ等による避難所・避
難ルートの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール
等による大雨や河川の状況を確認

○避難準備・高齢者等避難開始の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○避難勧告の受信

○避難指示（緊急）の受信

●避難勧告の発令判断

（本部長、副本部長へ上申）

○流域内のダムの状況確認

※２ 国土交通省からの情報もあるが、割愛している。

○ただちに身を守る行動をとる

◇台風に関する気象情報（全般台風情報）
（気象庁・随時）

◇台風に関する三重県気象情報（随時）

○台風に関する気象庁記者会見

○台風説明会（津地方気象台）

◇大雨注意報・洪水注意報発表
◇高潮注意報・警報、暴風警報発表
◇大雨警報・洪水警報発表

◇大雨特別警報発表

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

【〇〇市】〇〇川 ○○水位観測所

避難指示（緊急）
○○水位観測所
（最高水位到達）

●避難指示（緊急）の発令判断

避難準備・高齢者等
避難開始

避難準備と避難開始
・いつでも避難出来るよう準備
・身の危険を感じる人は避難開始
・避難に時間を要する人とその避
難を支援する人は避難開始

避難開始
・避難場所へ避難
避難完了
・避難に時間を要する人等

避難完了
・避難中の人は直ちに避難完了
緊急に避難
・まだ避難していない人は、直
ちにその場から避難
・命を守る最低限の行動
（垂直避難等）

○避難所要員の自宅待機指示（避難所開設の準備）

○避難者への支援

Ｈ〇.〇版

○河川の情報伝達準備

【警戒体制】

水位情報（水防団待機水位） 水防警報（準備）

水位情報（最高水位※必要に応じて）

○○○建設事務所⇒水防本部
県庁河川課⇒中部地整（報告）

○○○建設事務所⇒水防本部⇒中部地整（報告）

被害状況・緊急復旧情報

〇水位、被害状況等の情報収集

〇水位、被害状況等の情報収集

〇水位、被害状況等の情報収集

水防警報（出動）水位情報（氾濫注意情報）

第１配備（準備体制）

第２配備（警戒体制）（災害対策本部設置）

（注意報発表）

（警報発表）

○河川水位、雨量、降雨予想、台風進路、気象
情報等の収集・確認

○体制の確認等

○水防団等への注意喚起

○本部長、副本部長への連絡
○水防団幹部への連絡、配備（状況による）

（本部長、副本部長へ上申）

〇関係機関へＦＡＸ、防災無線、携帯メール等で周知

〇避難所の開設

〇関係機関へＦＡＸ、防災無線、携帯メール等で周知

（本部長、副本部長へ上申）

〇関係機関へＦＡＸ、防災無線、携帯メール等で周知

第３配備（非常体制）

〇災害対策機械の派遣要請

○ホットライン（津地方気象台） 〇大雨特別警報の住民への周知

作成例
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要配慮者利用施設管理者における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施状況（平成30年3月末時点）

都道府
県

市町村 水系名 河川名
想定最
大規模
降雨

名称 所在地
地域防災計画
への記載

幼
稚
園

小
学
校

中
学
校

義
務
教
育
学
校

高
等
学
校

中
等
教
育
学
校

特
別
支
援
学
校

高
等
専
門
学
校

高
等
課
程
を
置
く
専
修
学
校

そ
の
他
の
学
校

老
人
福
祉
施
設

有
料
老
人
ホ
ー

ム

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
の

用
に
供
す
る
施
設

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

福
祉
ホ
ー

ム

障
害
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
の
用
に
供
す
る

施
設

保
護
施
設

児
童
福
祉
施
設

障
害
者
通
所
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
の
用
に
供
す
る
施

設

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
用
に
供
す
る

施
設

子
育
て
短
期
支
援
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

一
時
預
か
り
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設

児
童
相
談
所

母
子
・
父
子
福
祉
施
設

母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

そ
の
他
の
社
会
福
祉
施
設

病
院

診
療
所

助
産
所

そ
の
他
の
病
院
・
診
療
所

三重県 東員町 員弁川水系 員弁川 ○ 東員町立三和幼稚園・みなみ保育園東員町大字長深690 H27.3 ○ ○ ○ 未定

三重県 いなべ市 員弁川水系 員弁川 ○ 老人保健施設銀花 いなべ市北勢町阿下喜680 H24以前 ○ ○ 未定

三重県 いなべ市 員弁川水系 員弁川 ○ 特別養護老人ホーム・オアシス いなべ市北勢町阿下喜680 H24以前 ○ ○ 未定

三重県 いなべ市 員弁川水系 員弁川 ○ 医療法人日下病院 いなべ市北勢町阿下喜680 H24以前 ○ ○ 未定

要配慮者利用施設の諸元要配慮者利用施設の諸元

避難計画書
作成の有無

避難訓練実施
の有無

社会福祉施設 病院・診療所学校市町村地域防災計画上の位置付け
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６ 想定最大規模の降雨による浸水想定区域の把握

12

平成２９年３月２１日指定
(想定最大規模、計画規模）

員弁川水系
員弁川、嘉例川、弁天川
相場川

この洪水浸水想定区域図は、公表時点の員弁
川・嘉例川・弁天川・相場川の河道の整備状
況等を勘案して、想定し得る最大規模の降雨
に伴う洪水により員弁川・嘉例川・弁天川・
相場川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュ
レーションにより予測したものです。

三重県のホームページで公開中
http://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84
459046892_00001.htm

〇浸水想定区域図を作成・指定・公表
万が一洪水が起きた場合のお住まいの地域がどのような浸水状況になるかを事前に知ることで、緊急時
の避難活動等（災害への準備、避難の仕方）について活用していただき、被害を軽減することが目的です。
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この洪水浸水想定区域図は、公表時点の大山
田川・沢北川の河道の整備状況等を勘案して、
想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により
大山田川・沢北川が氾濫した場合の浸水の状
況をシミュレーションにより予測したもので
す。

三重県のホームページで公開中
http://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84
459046892_00001.htm

〇浸水想定区域図を作成・指定・公表
万が一洪水が起きた場合のお住まいの地域がどのような浸水状況になるかを事前に知ることで、緊急時
の避難活動等（災害への準備、避難の仕方）について活用していただき、被害を軽減することが目的です。

平成２９年３月２１日指定
(想定最大規模、計画規模）

木曽川水系
大山田川、沢北川
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本文へ ホーム 新着情報 お問い合わせ 検索

サイトマップ 文字サイズ： 小 中 大 背景色 Foreign Language 

くらし 防災・防犯 健康・子育て・福祉 教育・文化・スポーツ 産業・ビジネス 行政情報

新着情報 

一般質問項目

上下水道課

企画情報課

健康推進課

入札情報

図書室からのお知らせ

学校教育課

環境交通課

生涯学習課

産業建設課

町民保険課

福祉課

税務課

総務課

議会事務局

川越町について

議会

各課のご案内

イベント情報

施設のご案内

申請書ダウンロード

入札情報

例規集

新着情報

前の記事 次の記事

川越町防災マップ（津波ハザードマップ・洪水ハザードマップ）を掲載いたしました。

川越町防災マップ（津波ハザードマップ・洪水ハザードマップ）を掲載いたしました。

詳しくはこちらから
川越町防災マップ（津波ハザードマップ・洪水ハザードマップ）

2018年02月9日更新｜総務課

川越町役場 〒510‒8588　三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
【業務時間】　午前8時30分 ～ 午後5時15分
【閉庁日】土・日・祝日、12月29日から1月3日
【自動交付機稼働時間】
　平日　午前8時30分～午後7時
　土日祝日　午前8時30分～午後5時（12月29日～1月3日を除きます）

HOME >  新着情報 >  総務課 >  川越町防災マップ（津波ハザードマップ・洪水ハザードマップ）を掲載いたしまし
た。

サイトポリシー｜ウェブアクセシビリティへの取り組み｜個人情報の取扱い｜サイトマップ

掲載内容に関するお問い合わせは、各ページに記載している連絡先へお願いします。

Copyright(c) 2018 川越町All Rights Reserved.

1/1ページ川越町防災マップ（津波ハザードマップ・洪水ハザードマップ）を掲載いたしました。[...

2018/07/09http://www.town.kawagoe.mie.jp/index.php/soumuka/13969/
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> 

教職員用資料防災教材

1/1ページ学校防災みえ

2018/07/03http://www.miec.ed.jp/gakkobosaimie/index.html
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本文へ Foreign Languages 文字サイズ変更 元に戻す 縮小 拡大 色の変更 標準 青 黄 黒

現在位置：　トップページ　> 　スポーツ・教育・文化　> 　学校教育　> 　学校防災・危機管理　> 　防災教育用教材　> 　改訂版防災ノート（第6版 平成30年6月）
担当所属：　県庁の組織一覧　> 　教育委員会事務局　> 　教育総務課　> 　学校防災・危機管理班　 

サイト内検索

くらし・環境 防災・防犯 健康・福祉・
子ども

スポーツ・
教育・文化

観光・産業・
しごと まちづくり 県政・

お知らせ情報 組織・業務

改訂版防災ノート（第6版 平成30年6月）

　三重県教育委員会では、近い将来の発生が危惧されている南海トラフ地震や台風、集中豪雨等の自然災害から、児童
生徒の命を守るため、県内の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校等に防災ノートを配付（初版：
平成24年2月）し、学校における防災教育を推進しています。

　平成30年6月に第6版となる改訂版の防災ノートを作成しました。

（改訂概要）
1. 将来的な地震発生確率の変更（小学生（高学年）版、中学生版、高校生版）
2. 平成２９年度防災に関する県民意識調査結果の反映（高校生版）
3. 字句修正（小学生（低学年）版、小学生（高学年）版、中学生版、高校生版）

１　目的

1. 児童生徒が、地震や津波、台風等による危険や避難方法、家庭での防災対策を知り、自らの命を守るためにはどう
すればよいかを考え、行動する力の育成

2. 児童生徒と保護者がともに家庭で防災ノートに取り組むことによる、家族の防災意識の向上と、家庭の防災対策の
充実

２　種別及びページ数

• 「小学生（低学年）版」（小学校１年生から３年生を対象）：本冊20ページ／ワークシート3枚
• 「小学生（高学年）版」（小学校４年生から６年生を対象）：本冊20ページ／ワークシート4枚
• 「中学生版」（中学生を対象）：本冊20ページ／ワークシート4枚
• 「高校生版」（高校生を対象）：本冊20ページ／ワークシート4枚

３　防災ノート

学校防災・危機管理

危機管理

防災教育の推進

防災教育の取組

訓練・研修

防災教育用教材

防災対策・防災教育のあり
方

学校防災取組状況調査

よく見られているページ

教職員採用・講師募集

高等学校入学者選抜

教員免許

修学支援制度案内

教育委員会が管轄する施設

三重県
埋蔵文化財センター

三重県立
鈴鹿青少年センター

三重県立
熊野少年自然の家

ツイートいいね！ シェア

言語 本冊 別紙

日本語
＜Japanese＞

小学生（低学年）版（pdf:20,071kb） ワークシート（pdf:1,071kb）

小学生（高学年）版（pdf:18,651kb） ワークシート（pdf:1,104kb）

中学生版（pdf:31,698kb） ワークシート（pdf:1,101kb）

高校生版（pdf:20,795kb） ワークシート（pdf:1,024kb）

ポルトガル語
＜Portuguese＞

小学生（低学年）版（pdf:7,895kb） ワークシート（pdf:946kb）

小学生（高学年）版（pdf:8,088kb） ワークシート（pdf:1,078kb）

中学生版（pdf:7,192kb） ワークシート（pdf:1,141kb）

高校生版（pdf:7,425kb） ワークシート（pdf:877kb）

スペイン語
＜Spanish＞

小学生（低学年）版（pdf:8,295kb） ワークシート（pdf:990kb）

小学生（高学年）版（pdf:8,619kb） ワークシート（pdf:1,142kb）

中学生版（pdf:8,190kb） ワークシート（pdf:1,070kb）

高校生版（pdf:8,713kb） ワークシート（pdf:867kb）

中国語
（簡体字）

＜Chinese＞

小学生（低学年）版（pdf:24,384kb） ワークシート（pdf:863kb）

小学生（高学年）版（pdf:9,265kb） ワークシート（pdf:1,108kb）

1/3 ページ三重県｜学校防災・危機管理：改訂版防災ノート（第6版 平成30年6月）

2018/07/03http://www.pref.mie.lg.jp/KYOIKU/HP/bosai/68638018172.htm
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いなべ市避難所運営訓練の実施 
平成 29年 11月 11日（土）９：３０～１２：００ 

旧東藤原小学校 体育館 三重県いなべ市藤原町石川989番地 

 

 

 

 

 

避難所開設・運営 

仮設テント設置 

給水車による給水 
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三重県防災対策部のホームページ（防災みえ.jp）では、災害時に限らず平時においても役立つことができる情報を公開しています。気
象に関する情報、雨量や水位の情報をリアルタイムで提供しているほか、台風や豪雨等の際には、被害状況、各市町における避難に関する
情報、避難所開設状況など、地域の方が防災行動につなげることができるような情報を提供しています。

台風や豪雨などの際には、緊急時のページで各種の情報を
確認することができます。（避難情報、避難所情報、被害
状況等）

地域の気象情報

河川水位や雨量の情報 避難情報(各地域の避難勧告・指示等)

土砂災害警戒情報

１１ 水位、雨量情報のさらなる周知（防災みえ.jp）
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防災みえ.jpメール配信サービスでは、あらかじめ登録された方に気象災害に備えて対応いただけるよう、携帯電話やスマー
トフォンに気象情報、観測情報等を送信しています。
a@bosaimie.jpに空メールを送信すると登録用メールが届きます。そのＵＲＬにアクセスすることで登録処理が行えます。

防災みえ.jpメール配信サービスでは下記の種類のメール配信を登録すること
ができます。

① 気象警報・注意報
・気象警報（特別警報含む）・土砂災害警戒情報・記録的短時間大雨情報

② 地震情報
③ 津波警報・注意報
④ 東海地震関連情報
⑤ 台風情報
⑥ 河川水位に関する情報

県内（県管理河川）の河川水位観測所で基準水位を超過した場合
に配信されます。

⑦ 大気汚染情報
⑧ 県からのお知らせ

三重県からのお知らせ情報やシステムのメンテナンス情報

防災みえ.jpトップページの緊急時お役立ち情報

気象警報・注意報 河川水位に関する情報 土砂災害警戒情報 台風情報

１１ 水位、雨量情報のさらなる周知（防災みえ.jpメール配信サービス）

17
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地域住民の適切な避難行動に役立ててもらうために、雨量や川の水位などの情報を各放送局と協力して地上デジタルテ
レビのデータ放送で提供しています。

１１ 水位、雨量情報のさらなる周知（地上デジタルデータ放送）

m991046
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１３ 防災気象情報の改善

・大雨（浸水害）、洪水警報の改善を図り、災害との相関が高い指数値を導入して、メッシュ情報として表示さ
せることにより、危険な地域をわかりやすくすることで、住民に今後の危険度の高まりを把握できるようにする。

津地方気象台 【新たなステージに対応した防災気象情報の改善】
～平成２９年度の改善事項とその利活用～ 資料より
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平成３０年度桑名市水防訓練実施計画【概要版】 

 

１ 目 的 

   近年発生しているゲリラ豪雨及び本格的な出水期を迎えるにあたり、桑名市水防

計画に基づき木曽川において洪水を想定した各種訓練を実施し、市対策本部・消防

機関の連携の士気を鼓舞し、洪水即応の作業能力向上に努め、水防体制の万全を期

するとともに地域住民に対し、水防思想の普及と高揚を図る。 

 

２ 実施日時 

   平成３０年５月１９日（土）午前８時３０分～午前１０時３０分（雨天決行） 

    ただし、三重県桑名市に大雨洪水警報が発表された場合は中止とする。 

    その他の中止の場合は、団長、土木課長及び消防救急課長と協議し決定する。 

 

３ 実施場所 

   桑名市長島町押付地内 

    長島運動公園（ソフトボール場） 

 

４ 訓練種目 

 （１）土のう拵え 

 （２）竹流し工 

（３）釜段工 

 （４）月の輪工 

 （５）積土のう工 

   

５ 服 装 

 （１）消防団員   活動服・ライフジャケット・ヘルメット・編上げ靴・革手袋 

 （２）消防職員   活動服・ライフジャケット・ヘルメット・編上げ靴・革手袋 

（３）桑名市職員  防災服・ライフジャケット・ヘルメット・長靴・革手袋 
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 2

 

【 位  置  図 】 

訓練場所 
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訓練状況 

整列 

釜段工 

積土のう工 

m991046
スタンプ



２１ 危機管理型ハード対策の充実

・氾濫リスクの高い堤防において、決壊までの時間を少しでも引き延
ばすことを目的とする。

河川の上下流バランスの観点から堤防整備に至らない区間で実施
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２２ 洪水氾濫を未然に防ぐ対策（計画的な河川改修）

・堤防高が低い等、整備計画の目標に対して流下能力が不足している
箇所を解消することを目的とする。

堤防の引き堤

○河道の断面、堤防の高さ・
幅ともに計画上の断面を確保ネック点解消

桑部橋
員弁川

○河道の断面不足
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河川堆積土砂撤去箇所一覧表

桑名建設事務所 平成３０年３月１９日時点

市町 大字／字
実施延長
（ｍ）

撤去土量

（ｍ3）

伐採面積

（ｍ2）
実施延長
（ｍ）

撤去土量

（ｍ3）

伐採面積

（ｍ2）
実施延長
（ｍ）

撤去土量

（ｍ3）

伐採面積

（ｍ2）
実施延長
（ｍ）

撤去土量

（ｍ3）

伐採面積

（ｍ2）
実施延長
（ｍ）

撤去土量

（ｍ3）

伐採面積

（ｍ2）
実施延長
（ｍ）

撤去土量

（ｍ3）

伐採面積

（ｍ2）

員弁川 桑名市 福江～坂井 220 8,800 80 5,800 130 6,600 400 18,700 980 10,000 27,400

員弁川 桑名市 小泉 200 11,800 280 9,000

多度川 桑名市 多度町戸津～多度 450 1,100 70 600 130 1,100 100 1,000

肱江川 桑名市 多度町猪飼 120 900

大山田川 桑名市 播磨 1,500 690 4,600 770 4,300 402 880

沢北川 桑名市 播磨 20 100

三孤子川 桑名市 志知 1,000 1,700

流石川 桑名市 下深谷部 100 300 41 50 130 100

宇賀川 いなべ市 大安町大井田 150 2,900 580 4,100 160 1,600 37 970 99 1,300

員弁川 いなべ市 藤原町川合 240 5,100 380 16,200

源太川 いなべ市 大安町高柳～石榑 930 3,900 330 1,300 550 1,100 428 580 175 1,700

員弁川 いなべ市 北勢町麻生田 20 400 40 500

員弁川 いなべ市 北勢町麻生田 400 2,300 35 2,000 300 8,000

員弁川 いなべ市 員弁町西方 970 23,600

員弁川 いなべ市 藤原町篠立 1,306 29,500 1,306 13,900

員弁川 いなべ市 藤原町山口 884 28,600 884 21,500 893 18,200

青川 いなべ市 北勢町新町 340 4,000 340 8,400 480 5,400 579 34,000

冷川 いなべ市 藤原町山口 1,027 17,400 1,027 9,900 327 2,700

赤尾川 いなべ市 藤原町古田 747 1,560

員弁川 いなべ市 北勢町阿下喜 500 5,200

三孤子川 東員町 中上～長深 550 700 535 610

戸上川 東員町 山田～大木 100 3,100

藤川 東員町 筑紫～鳥取 50 500

員弁川 東員町 筑紫～山田～大木 1,600 70,000 850 42,700 1,510 55,900 2,037 82,000 1,850 85,000 1,900 92,000

員弁川 東員町 中上 450 26,900 744 16,000 170 11,000

肱江川 桑名市 多度町猪飼 74 1,800

三砂川 桑名市 上深谷部 300 100

青川 いなべ市
北勢町中山～新
町

80 4,000 2,940 41,200

真名川 いなべ市 藤原町大貝戸 65 180

大平川 いなべ市 藤原町鼎 70 800 700

小解田川 いなべ市 藤原町米野 30 100 120

相場川 いなべ市 藤原町鼎 20 100 80

牛ヶ谷川 いなべ市 大安町南金井 30 120

計 8,997 179,000 13,300 6,267 137,200 0 6,073 127,600 9,000 4,952 136,670 10,900 4,520 104,800 18,800 8,306 166,560 28,420

堆積土砂撤去 堆積土砂撤去

平成２８年度（実績 ）

堆積土砂撤去堆積土砂撤去

平成２９年度（実施箇所 ）

堆積土砂撤去

河川名

箇所名

平成２６年度（実績） 平成２７年度（実績）平成２４年度（実績） 平成２５年度（実績）

堆積土砂撤去
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